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長井市告示 第２０５号 

 

  長井市議会ペーパーレス会議システム導入・運用業務公募型プロポーザル実施要領

を次のとおり定める。 

 

令和７年６月６日 

長井市長 内 谷 重 治 

 

 

長井市議会ペーパーレス会議システム導入・運用業務実施要領 

 

 本要領は、長井市議会ペーパーレス会議システム導入・運用業務に係る事業者の選定

にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定めるものであり、以下の

とおり企画提案を募集する。 

 

１ 業務の目的 

  ペーパーレス会議システムの導入は、さらなる議会改革への取り組みとして、市議

会の会議等における資料等を電子データで管理することにより、議会運営の効率化、

議会活動の活発化を図るものである。 

  また、ペーパーレス化によって、資料等の印刷コスト及び配布コストを削減すると

ともに、紙資源の使用量の削減を図る。 

 

２ 業務の概要 

 （１）業務名 

   長井市議会ペーパーレス会議システム導入・運用業務 

 （２）業務内容 

   本業務は、別紙「長井市議会ペーパーレス会議システム導入・運用業務仕様書」

（以下「仕様書」という。）による。 

 （３）契約期間（システムの使用期間） 

   令和７年８月１日（金）から令和１０年７月３１日（月）まで（予定）の長期継

続契約とする。 

 （４）業務想定上限金額（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

  ①初期導入費用（イニシャルコスト）        ３１７千円 

  ②会議システム運用保守費用（ランニングコスト）２，１７８千円（３年間） 

  ※ただし、契約額は、市の予算の範囲内において、仕様書における業務内容に基づ

き、契約交渉の相手方が算出した額（見積額）とする。なお、翌年度（令和８年

度）以降において、本契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額または削

除があった場合は、本契約は解除するものとする。 
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３ 事業者の選定方式 

  企画提案書等の公募によるプロポーザル方式 

 

４ 参加資格 

 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ていないこと。 

 （２）参加表明書の提出時点で、長井市指名競争入札参加者登録簿に登録されている

者、又は同等の資格を有していると市長が認める者であること。 

 （３）公告から契約締結日まで国や地方公共団体等の指名停止を受けていないこと。 

（４）地方自治体に対し、同等のシステムを導入した実績があること。 

（５）長井市と円滑な連絡調整ができること。  

（６）次のいずれにも該当しないこと。 

   ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条。以 

下この号において「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」 

という。） 

   イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者  

エ 役員等（プロポーザルに参加する者の代表者もしくは役員、又はこれらの者か 

ら市との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。）に暴力団員又は暴力 

団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人  

オ プロポーザルに参加する個人から市との取引上の一切の権限を委任された代 

理人が暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者である場 

合における当該個人  

カ 暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に 

実質的に関与している個人又は法人  

（７）個人情報の取り扱いなどに留意し、業務内容についての守秘義務を遵守できる

こと。 

（８）業務一括を再委託しないこと。 
 

５ 参加表明書等の提出 

  プロポーザルへの参加を希望する者は、期日まで以下のものを提出すること。 

  なお、参加表明書の提出がない場合は、企画提案書等を受け付けないものとする。 

（１）提出期限：令和７年６月２０日（金）１７時必着 

（２）提出書類 

   ①公募型プロポーザル参加表明書（様式第１号）・・・１部 

   ②提案事業者会社概要（様式第２号）・・・６部 

   ※本市の令和７年度指名競争入札参加登録簿に登録されていない場合は、別紙１ 

の書類を併せて提出すること。 
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 （３）提出方法 

   ・持参又は郵送により提出 

・郵送（特定記録、簡易書留または一般書留のいずれかによること。）の場合は、

提出期限までの必着とし、到着の有無について提出先へ確認すること。 

・既に送達した参加表明書等の訂正、差替え及び再提出は認めない。 

 （５）提出先 

   「14 事務局」に記載する、本業務の事務局に提出すること。 

 

６ 質問書の提出 

  本要領又は仕様書に質疑がある場合は、６月２４日（火）１７時必着で持参、郵送

又はメールにより、質問書（様式第４号）を提出すること。郵送の場合は、必ず、郵

便物の引受から配達までの送達過程を記録する「一般書留」で郵送すること。メール

の場合は、メールした旨を担当部署宛てに電話連絡すること。回答は、６月２６日（木）

まで参加表明書提出者全員に電子メールにて行う。 

 

７ 企画提案書の提出 

 別紙仕様書の業務内容を踏まえ、次の要領で企画提案書等を提出すること。 

（１）提出期限：令和７年７月３日（木）１７時必着 

（２）提出書類 

①企画提案書等提出届（様式第５号） 

②企画提案書（任意様式） 

   ・会議システムの構成と機能、セキュリティ、サポート・保守体制等について

記載すること。 

   ・令和７年１月１日現在の他議会（都道府県・市町村）への導入実績（件数）

を記載すること。 

・表紙を除いて、15頁以内とする。（両面印刷可とする。） 

・Ａ４判（縦）、横書き、文字サイズ 10.5ポイント以上とする。 

  ③機能要件回答書（別紙２、対応可否等を記載すること） 

  ④業務実績書（様式第６号） 

  ⑤実施体制調書（様式第７号） 

⑥見積書（任意様式） 

   ・見積書には、以下の経費をわかりやすく明記すること。 

   ア 初期導入費用（初期設定費用、操作講習会費用等） 

   イ 月額費用（会議システム使用料等）及び３年（３６カ月）の総額 

   ※金額は、消費税を除く金額及び消費税を含む金額の両方を記入すること。 

   ※ただし、「２ 業務の概要（４）業務想定上限金額（①、②それぞれ）」を超

える見積書は受け付けないので留意のこと。 
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 （３）提出部数 

・①から⑤については、６部ずつ 

・⑥については、正本１部のみ社印・代表者印を押印し、残り５部は複写可 

（４）書類提出にあたっての留意事項 

  ・企画提案書等は書面及び電子データを提出すること。 

  ・電子データは、マクロソフト・ワード・エクセル・パワーポイントで閲覧可能 

な形式又はＰＤＦ形式によるものとし、ＣＤ-ＲＯＭに保存した上で提出する 

こと。  

（５）提出方法 

   ・持参又は郵送により提出 

・郵送（特定記録、簡易書留または一般書留のいずれかによること。）の場合は、

提出期限までの必着とし、到着の有無について提出先へ確認すること。 

・既に送達した企画提案書等の訂正、差替え及び再提出は認めない。 

   ・提出期限までに企画提案書等の提出がない場合は、辞退したものとみなす。 

 （６）提出先 

   「14 事務局」に記載する、本業務の事務局に提出すること。 

 （７）その他 

   ①企画提案に関する必要経費は、提案者の負担とする。 

   ②企画提案書は、１事業者につき１提案とすること。 

   ③提出された書類は返却しない。 

   ④企画提案書等の著作権は提案者に帰属する。ただし、本市議会が本公募型プロ

ポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、事業者の承諾を得ずに

提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

   ⑤提出書類は、長井市情報公開条例（平成１０年条例第１号）に基づく公開文書

開示請求の対象となる。 

 

８ 契約予定事業者の選定方法 

  参加要件を満たし、企画提案書等を提出した者について、面接審査（提出書類等 

に基づくプレゼンテーション及び質疑応答）を実施する。審査は、長井市議会ペー 

パーレス会議システムの導入・運用業務に係る公開型プロポーザル審査委員会が実施 

し、別紙３「長井市議会ペーパーレス会議システム導入・運用業務プロポーザル審査 

基準」に基づき契約候補者を選定する。 

選定にあたっては、得点が最上位の者を最優秀事業者（契約予定事業者）として決

定し、次に得点の高かった者を次点の事業者として決定する。最高得点者が複数の場

合は、審査委員会委員の投票で決定する。 

なお、参加事業者が１者の場合も選定を行い、全ての企画提案が最低基準を満さ 

なかった場合、再度公募等により選定を行う。 

面接審査日は次のとおりとし、詳細な時間については、参加表明書等を提出した者 
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に、別途通知する。 

 

（１）日 時：令和７年７月８日（火）１３時３０分から 

（２）場 所：長井市議会 第一・第二委員会室（長井市役所 ３階） 

（３）内 容：プレゼンテーションは、企画提案書等の内容により説明することと 

し、資料の差替えや追加は認めない。出席者は３名以内とする。原 

則として面接審査時に企画提案書を投影の上、プレゼンテーション 

を行うこと。ただし、申し出があった場合は、投影を行わずプレゼ 

ンテーションを行うことを認める。 

 （４）設定時間：１事業者につき４０分（プレゼンテーション２０分以内、質疑２０ 

分以内。）なお、市がＨＤＭＩで接続可能なモニターを準備する。パ 

ソコン等（Ｍａｃ端末不可）は各自準備すること。 

 （５）そ の 他：審査委員会は非公開とする。 

    

９ 審査結果の通知 

  審査結果は、決定後速やかに通知する。ただし、審査結果に関する異議申し立ては 

受け付けない。 

 

10 企画提案者の失格 

  企画提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

 （１）「４ 参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

 （２）提出書類等に虚偽の記載があった場合 

 （３）会社更生法等の適用を申請するなど、契約を履行することが困難と認められる

状態に至った場合 

 （４）審査の公平性を害する行為があった場合 

 （５）プレゼンテーションに欠席した場合 

（６）企画提案に当たり、著しく信義に反する行為があり、審査委員会が失格と認め

た場合 

 

11 プロポーザルの中止等 

  やむを得ない理由等により、プロポーザルを実施することができないと認められる

ときは、中止または取り消す場合がある。 

  その場合、プロポーザルに要した経費を長井市議会に請求することができない。 

 

12 契約について 

  審査委員会において契約候補者となった者と、提案された内容を基本として協議を 

行い、仕様を確定させたうえで契約を締結する。ただし、契約候補者との契約締結 

の協議が不調に終わった場合は、次点事業者と交渉することとする。 
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13 その他留意事項 

 （１）企画提案に要する費用はすべて参加者の負担とする。 

 （２）提出された企画提案書、見積書等は返却しない。 

 （３）提出された企画提案書等は、審査及び説明のため写しを作成し使用することが

できる。 

 （４）本要領に定めのない事項については、適宜市が判断するものとする。 

 

14 事務局 

  本業務に関する事務局及び問い合わせ先は、次のとおりとする。 

    〒９９３－８６０１ 

     山形県長井市栄町１番１号 

      長井市議会事務局  

     ＴＥＬ：０２３８－８２－８０２１（直通） 

     ＦＡＸ：０２３８－８７－３３７４ 

E-mail：gikai@city.nagai.yamagata.jp 

 

15 日程 

番号 年 月 日 内  容  等 

① 
令和７年６月 ６日（金） 本要領公表（仕様書等含む） 

② 
令和７年６月２０日（金） 参加表明書の提出期限 

③ 
令和７年６月２４日（火） 企画提案に関する質問期限 

④ 
令和７年６月２６日（木） 企画提案に関する質問回答 

⑤ 
令和７年７月 ３日（木） 提案書等の提出期限 

⑥ 
令和７年７月 ８日（火） プレゼンテーション審査 

⑦ 
令和７年７月１０日（木） 選定結果通知 
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